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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末装置から発信されるメッセージおよび該メッセージの配信先を指定する配
信先指定情報ならびに該メッセージの取り扱い方を発信元での外部操作に応じて指定する
利用サービス指定情報を受信する情報受信手段と、
　前記情報受信手段により受信された前記利用サービス指定情報が前記配信先指定情報に
よって指定された配信先におけるメッセージの取得に先立って当該メッセージの蓄積を行
なうメッセージ蓄積サービスの履行を要求するメッセージ蓄積サービス要求情報を含むか
否かおよび該メッセージ蓄積サービス要求情報が前記メッセージの発信に係る移動通信端
末装置の加入者における正規の利用サービスに該当するか否かをそれぞれ識別する利用サ
ービス識別手段と、
　前記利用サービス識別手段が当該受信した利用サービス指定情報にメッセージ蓄積サー
ビス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービス要求情報が正規の利用サービスに該
当するものであることを識別したときには前記メッセージおよび配信先指定情報ならびに
利用サービス指定情報を蓄積するメッセージ情報蓄積手段と、
　前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された前記配信先指定情報に基づいて該当する配信
先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する通知手段と、
　前記通知手段による通知を受取った配信先が前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された
メッセージを取得することを可能にする情報供給手段と、
を備え、
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　前記利用サービス識別手段は、当該利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によっ
て指定された配信先に当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイミングを表す
通知タイミング情報を含むものであるときには該通知タイミング情報を判読するように構
成され、前記通知手段は、前記利用サービス識別手段による該通知タイミング情報の判読
結果に対応するタイミングで当該メッセージが蓄積されていることを通知するように構成
され、
　前記情報供給手段は、前記配信先指定情報によって指定された配信先から前記通知手段
による当該メッセージが蓄積された旨の通知を待たずに前記メッセージ情報蓄積手段に蓄
積されたメッセージを取得する要求を受信したときには、該要求に係る配信先に当該メッ
セージを供給するように構成され、
　前記情報受信手段は、前記メッセージおよび前記配信先指定情報ならびに前記利用サー
ビス指定情報を異なるタイミングで受信可能に構成されている、ことを特徴とする通信メ
ッセージ蓄積配信装置。
【請求項２】
　前記情報供給手段は、該当する前記配信先に前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された
メッセージをストリーミング配信するように構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項３】
　前記メッセージ情報蓄積手段は、前記配信先指定情報によって限定される配信先以外の
装置からアクセス可能な公開メッセージ蓄積領域と結ばれ、前記情報供給手段は、前記公
開メッセージ蓄積領域から該当する装置に当該メッセージを供給し得るように構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項４】
　前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージについて、前記配信先指定情報に
よって特定される配信先毎に規制された形態で当該蓄積されたメッセージの編集処理を許
容するメッセージ編集規制手段を更に備えていることを特徴とする請求項１に記載の通信
メッセージ蓄積配信装置。
【請求項５】
　前記メッセージ編集規制手段は、前記配信先指定情報によって特定される配信先の属す
るグループ毎に規制された形態で当該蓄積されたメッセージの編集処理を許容することを
特徴とする請求項４に記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項６】
　前記情報受信手段は、移動通信網内の加入者情報管理装置から加入者情報を取得可能に
構成され、前記通知手段は、前記情報受信手段が取得した当該配信先に係る加入者情報に
よってこの配信先が通信可能な状態にあることが認識されるときに当該メッセージが蓄積
されていることを当該配信先に通知するように構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項７】
　前記通知手段は、前記配信先指定情報によって指定された当該メッセージの配信先にＳ
ＭＳ（ショートメッセージサービス）を利用して当該通知を行なうように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項８】
　前記利用サービス識別手段は、当該利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によっ
て指定された配信先の通信能力に関する仕様を表す仕様情報を含むものであるときには該
仕様情報を判読するように構成され、前記情報供給手段は、該判読された仕様情報に応じ
た態様で当該配信先にメッセージを供給するように構成されていることを特徴とする請求
項１に記載の通信メッセージ蓄積配信装置。
【請求項９】
　音声によるメッセージを含む発信対象のメッセージを入力するためのメッセージ入力手
段と、
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　前記メッセージ入力手段から入力したメッセージの配信先を指定する配信先指定情報を
外部操作に応じて形成する配信先指定操作手段と、
　前記メッセージ入力手段から入力したメッセージの取り扱い方を指定する利用サービス
指定情報を外部操作に応じて形成する利用サービス指定操作手段と、
　前記メッセージ入力手段から入力されたメッセージおよび前記配信先指定操作手段への
操作に応じて形成された配信先指定情報ならびに前記利用サービス指定操作手段への操作
に応じて形成された利用サービス指定情報を自装置に対応する通信メッセージ蓄積配信装
置に送信する信号送信手段と、
　前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積された配信先
指定情報に基づいて該当する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する通知手
段からの通知を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した通知に応じて前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセ
ージ情報蓄積手段に蓄積された当該メッセージを取得するとともに、前記通知を待たずに
前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを取得する要求を前記通信メッセー
ジ蓄積配信装置に送信して前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された前記メッセージを取
得する蓄積メッセージ取得手段と、を備えており、前記通信メッセージ蓄積配信装置は、
前記メッセージおよび前記配信先指定情報ならびに前記利用サービス指定情報を異なるタ
イミングで受信可能に構成されていることを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項１０】
　前記利用サービス指定操作手段は、前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセー
ジ情報蓄積手段の蓄積メッセージに対する編集処理を行なう権限の形態に対応して規定さ
れたグループの何れに自装置が属するかを表すグループ識別情報を形成するための操作部
を含むものであることを特徴とする請求項９に記載の移動通信端末装置。
【請求項１１】
　前記利用サービス指定操作手段は、前記通信メッセージ蓄積配信装置における通知手段
が前記配信先指定情報によって指定された配信先へ当該メッセージが蓄積されていること
を通知するタイミングを指定する通知タイミング情報を形成するための操作部を含むもの
であることを特徴とする請求項９に記載の移動通信端末装置。
【請求項１２】
　移動通信端末装置から発信されるメッセージおよび該メッセージの配信先を指定する配
信先指定情報ならびに該メッセージの取り扱い方を発信元での外部操作に応じて指定する
利用サービス指定情報を受信し、該受信された前記利用サービス指定情報が前記配信先指
定情報によって指定された配信先におけるメッセージの取得に先立って当該メッセージの
蓄積を行なうメッセージ蓄積サービスの履行を要求するメッセージ蓄積サービス要求情報
を含むか否かおよび該メッセージ蓄積サービス要求情報が前記メッセージの発信に係る移
動通信端末装置の加入者における正規の利用サービスに該当するか否かをそれぞれ識別し
、該識別の結果が何れも肯定的であったときには前記メッセージおよび配信先指定情報な
らびに利用サービス指定情報を蓄積し、該蓄積された前記配信先指定情報に基づいて該当
する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知し、当該通知を行なった配信先が前
記蓄積されたメッセージを取得することを可能にし、
　前記識別を、前記利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定された配信
先に当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイミングを表す通知タイミング情
報を含むものであるときには該通知タイミング情報を判読するように行い、
　前記通知を、該判読した通知タイミング情報の判読結果に対応するタイミングで当該メ
ッセージが蓄積されていることを通知するように行い、
　前記メッセージの取得を、前記配信先指定情報によって指定された配信先から当該メッ
セージが蓄積された旨の通知を待たずに前記蓄積されたメッセージを取得する要求を受信
したときには、該要求に係る配信先に当該メッセージを供給するように行い、
　前記受信を、前記メッセージおよび前記配信先指定情報ならびに前記利用サービス指定
情報で異なるタイミングに行うことを可能にすることを特徴とする通信メッセージ蓄積配
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信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば音声・映像メッセージ等の通信メッセージを配信する通信メッセージ
蓄積配信装置、移動通信端末装置、および、通信メッセージ蓄積配信方法に関する。
　以下、本発明に関する説明において、「配信」とは、通信メッセージ蓄積配信装置が自
装置に蓄積したメッセージを移動通信端末装置に送出する場合のみならず、移動通信端末
装置側が通信メッセージ蓄積配信装置にアクセスして該当するメッセージを取得する場合
をも包摂する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より携帯電話のような移動通信端末装置による音声通信やＡＶ通信（テレビ電話）
のようなメッセージサービスにおいて、着信者の所在が圏外であったり、ユーザ設定によ
って或いは電源が尽きている等々の理由によって不応答の状態にあるときには、留守番電
話サービスによって当該メッセージを所定の蓄積装置に一時的に蓄積しておき、移動通信
端末装置が応答可能な状態に復帰したときに、当該メッセージをその移動通信端末装置に
供給するといったサービスが普及している。
【０００３】
　しかしながら、このような通常の留守番電話サービスでは、着信者側が留守番電話サー
ビスに加入していない場合には、上述のようなメッセージの蓄積は行なわれず発信者側に
おいて再度の発信を行なわなくてはならないためユーザの立場からは不満が残ることは否
めない。
　発信者側におけるこのようなサービス利用時の不満を解消するために、着信者側が留守
番電話サービスに加入していない場合であっても、この着信者が不応答の状態にあるとき
にはメッセージの蓄積が行なわれ得るようにした技術も既に提案されている。
【０００４】
　例えば、特開２００７－２４３４６９号公報（特許文献１）には、着信先の端末に音声
メッセージ配信装置からの音声メッセージに関する呼び出しの履歴が記憶され、着信先で
は、呼び出しの時刻の後の適切な時間に、音声メッセージ配信装置を呼び出してこの音声
メッセージの受信を要求をすることが出来るようにすることが開示されている。
　これにより、留守番電話サービスに加入していない相手や電話機の留守番電話機能をオ
フにしている相手に対しも、相手の都合がよい時間に音声メッセージを伝えることが出来
るとされている。
【０００５】
　また、特開２００１－２０４０７８号公報（特許文献２）には、着信者側が留守番電話
サービスに加入していない場合でも、発信者側の留守番電話サービスを利用してメッセー
ジを録音し、且つ、電子メールを用いてメッセージが録音されていることを着信者に通知
することにより、着信者は遅滞無くこの録音を聞くことができ、留守番電話サービスの利
便性が更に向上する趣旨の開示がある。
　更にまた、特開２００６－１６６０１３号公報（特許文献３）には、交換機の提供先特
定部で複数の着信者を指定することによって一斉配信をすること、および、交換機の日時
指定部で指定した日時に音声データを提供することが開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２４３４６９号公報（要約、段落００１０、段落００３０
等）
【特許文献２】特開２００１－２０４０７８号公報（要約、段落０００４～段落０００５
等）
【特許文献３】特開２００６－１６６０１３号公報（段落００７１～段落００７２等）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上掲の特許文献１および２における提案では、着信者側が留守番電話サービスに未加入
であっても、謂わば発信者側の負担において、留守番電話サービスによる利便性が享受で
きるようにしようとするものであって、着信者側が直ちに応答できるようなときには、発
信されたメッセージは別段の蓄積処理等を経ることなく着信者に届くことが前提とされて
いる。
【０００８】
　また、特許文献３には、複数の着信者に一斉に配信したり、指定した日時に配信するこ
とが開示されているが、着信者（着信予定者）が早期に自己に向けてのメッセージが蓄積
されていることを知る方途はなく、不応答の解除を待って着信者にメッセージが届くこと
になる。
　従って、上掲の何れの特許文献所載の技術においても、着信者側における留守番電話サ
ービスへの加入の有無や、目下の時点で着信者側が応答可能な状態にあるか否か等によら
ず、発信者側の発意において、任意にメッセージ蓄積サービスを利用可能にすることや、
着信者側において遅滞無く自己に宛てたメッセージが蓄積されていることを知る方途につ
いては論及がない。
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、着信者側の目下の状況に依らず
、発信者側の発意において、積極的にメッセージ蓄積サービスを利用可能にし、着信者側
において遅滞無く自己に宛てたメッセージが蓄積されていることを知ることができる通信
メッセージ蓄積配信装置、移動通信端末装置、および、通信メッセージ蓄積配信方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するべく、本願では次に列記するような装置および方法を提案する。
　即ち、本発明による一つの通信メッセージ蓄積配信装置は、移動通信端末装置から発信
されるメッセージおよび該メッセージの配信先を指定する配信先指定情報ならびに該メッ
セージの取り扱い方を発信元での外部操作に応じて指定する利用サービス指定情報を受信
する情報受信手段と、前記情報受信手段により受信された前記利用サービス指定情報が前
記配信先指定情報によって指定された配信先におけるメッセージの取得に先立って当該メ
ッセージの蓄積を行なうメッセージ蓄積サービスの履行を要求するメッセージ蓄積サービ
ス要求情報を含むか否かおよび該メッセージ蓄積サービス要求情報が前記メッセージの発
信に係る移動通信端末装置の加入者における正規の利用サービスに該当するか否かをそれ
ぞれ識別する利用サービス識別手段と、前記利用サービス識別手段が当該受信した利用サ
ービス指定情報にメッセージ蓄積サービス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービ
ス要求情報が正規の利用サービスに該当するものであることを識別したときには前記メッ
セージおよび配信先指定情報ならびに利用サービス指定情報を蓄積するメッセージ情報蓄
積手段と、前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された前記配信先指定情報に基づいて該当
する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する通知手段と、前記通知手段によ
る通知を受取った配信先が前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを取得す
ることを可能にする情報供給手段と、を備え、前記利用サービス識別手段は、当該利用サ
ービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定された配信先に当該メッセージが蓄積
されていることを通知するタイミングを表す通知タイミング情報を含むものであるときに
は該通知タイミング情報を判読するように構成され、前記通知手段は、前記利用サービス
識別手段による該通知タイミング情報の判読結果に対応するタイミングで当該メッセージ
が蓄積されていることを通知するように構成され、前記情報供給手段は、前記配信先指定
情報によって指定された配信先から前記通知手段による当該メッセージが蓄積された旨の
通知を待たずに前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを取得する要求を受
信したときには、該要求に係る配信先に当該メッセージを供給するように構成され、前記
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情報受信手段は、前記メッセージおよび前記配信先指定情報ならびに前記利用サービス指
定情報を異なるタイミングで受信可能に構成されている、ことを特徴とする。
【００１１】
　上記通信メッセージ蓄積配信装置によれば、移動通信端末装置から発信されるメッセー
ジおよび該メッセージの配信先を指定する配信先指定情報ならびに該メッセージの取り扱
い方を指定する利用サービス指定情報を情報受信手段により各受信する。
　前記利用サービス識別手段が当該受信した利用サービス指定情報にメッセージ蓄積サー
ビス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービス要求情報が正規の利用サービスに該
当するものであることを識別したときには、メッセージ情報蓄積手段が、前記メッセージ
および配信先指定情報ならびに利用サービス指定情報を蓄積する。
【００１２】
　前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積された前記配信先指定情報に基づいて、通知手段が
、該当する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する。
　情報供給手段は、前記通知手段により当該通知を行なった配信先が前記メッセージ情報
蓄積手段に蓄積されたメッセージを取得することを可能にする。
　従って、前記利用サービス識別手段が当該受信した利用サービス指定情報にメッセージ
蓄積サービス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービス要求情報が正規の利用サー
ビスに該当することを識別すれば、移動通信端末装置から発信されるメッセージは、着信
者の状態に関わらず、前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積され、該当する配信先によるそ
の後の時点での取得に供され得る。
　また、通知手段は、前記利用サービス識別手段による該通知タイミング情報の判読結果
に対応するタイミングで当該メッセージが蓄積されていることを通知するように構成され
得るため、例えば所定の祝辞その他適切なタイミングで着信者に伝達されることが望まし
いメッセージを、タイミングを計って伝達することが可能になる。
　さらに、前記情報供給手段は、前記配信先指定情報によって指定された配信先から前記
通知手段による当該メッセージが蓄積された旨の通知を待たずに前記メッセージ情報蓄積
手段に蓄積されたメッセージを取得する要求を受信したときには、該要求に係る配信先に
当該メッセージを供給するように構成され得るため、前記通知手段による当該メッセージ
が蓄積された旨の通知を待たずに配信先から能動的にメッセージを取得する要求が発せら
れ該要求を受信したときには、当該配信先が前記配信先指定情報によって指定されたもの
である限り、前記情報供給手段は、該要求に係る配信先に当該メッセージを供給する。
【００１３】
　また、この構成による通信メッセージ蓄積配信装置によれば、例えば、前記メッセージ
を受信し蓄積する時点を基準にすれば、この基準時点より前の時点、同期した時点、およ
び、後の時点の何れにおいても、前記配信先指定情報を発信者の移動通信端末装置から供
給可能である。
【００１４】
　更にまた、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記情報供給手段は、該当
する前記配信先に前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージをストリーミング
配信するように構成され得る。
【００１５】
　このような構成による通信メッセージ蓄積配信装置では、例えばメッセージに該当する
音楽や映像等をストリーミング配信することが可能である。
　更にまた、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記メッセージ情報蓄積手
段は、前記配信先指定情報によって限定される配信先以外の装置からアクセス可能な公開
メッセージ蓄積領域と結ばれ、前記情報供給手段は、前記公開メッセージ蓄積領域から該
当する装置に当該メッセージを供給し得るように構成され得る。
　このような構成による通信メッセージ蓄積配信装置では、前記公開メッセージ蓄積領域
に蓄積したメッセージについては、特定の着信者に限定せず広く多数の端末からのアクセ
スを許容して利用に供し得るようにすることができる。
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【００１６】
　また、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記メッセージ情報蓄積手段に
蓄積されたメッセージについて、前記配信先指定情報によって特定される配信先毎に規制
された形態で当該蓄積されたメッセージの編集処理を許容するメッセージ編集規制手段を
更に備えている構成を採ることができる。
　このような構成を採る通信メッセージ蓄積配信装置では、配信先毎に（着信者毎に）規
制された権限をもって、蓄積されたメッセージに対して、例えば、削除や内容の改訂等々
の編集処理を許容するようにして、発信者から着信者に単に一定のメッセージを配信する
だけの機能を超えて、参加者によるメッセージの加工ないし管理を可能にしたメッセージ
の配信網を構築することができる。
【００１７】
　また、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記メッセージ編集規制手段は
、前記配信先指定情報によって特定される配信先の属するグループ毎に規制された形態で
当該蓄積されたメッセージの編集処理を許容するような構成を採ることができる。
　このような構成を採る通信メッセージ蓄積配信装置では、蓄積されたメッセージに対し
て、上述のように各個の配信先毎に（着信者毎に）規制された権限をもって編集を加える
ことを許容するに替えて、前記配信先指定情報によって特定される配信先の属するグルー
プ毎に規制された形態での権限をもって編集を加えることを許容するため、多くの加入者
を複数の等級に区分した形で統制のとれた運用を図ることが可能である。
【００１９】
　また、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記情報受信手段は、移動通信
網内の加入者情報管理装置から加入者情報を取得可能に構成され、前記通知手段は、前記
情報受信手段が取得した当該配信先に係る加入者情報によってこの配信先が通信可能な状
態にあることが認識されるときに当該メッセージが蓄積されていることを当該配信先に通
知するように構成することができる。
　このような構成の通信メッセージ蓄積配信装置では、例えばＨＬＲ等の加入者情報管理
装置から取得される現在時点での加入者情報から当該配信先が通信可能な状態にあること
が認識されるときにメッセージが蓄積されていることを配信先に確実に通知することがで
きる。
【００２０】
　更にまた、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記通知手段は、前記配信
先指定情報によって指定された当該メッセージの配信先にＳＭＳ（ショートメッセージサ
ービス）を利用して当該通知を行なうように構成することができる。
　更にまた、上記通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記利用サービス識別手段
は、当該利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定された配信先の通信能
力に関する仕様を表す仕様情報を含むものであるときには該仕様情報を判読するように構
成され、前記情報供給手段は、該判読された仕様情報に応じた態様で当該配信先にメッセ
ージを供給するように構成することができる。
【００２１】
　一方、本発明の移動通信端末装置は、音声によるメッセージを含む発信対象のメッセー
ジを入力するためのメッセージ入力手段と、前記メッセージ入力手段から入力したメッセ
ージの配信先を指定する配信先指定情報を外部操作に応じて形成する配信先指定操作手段
と、前記メッセージ入力手段から入力したメッセージの取り扱い方を指定する利用サービ
ス指定情報を外部操作に応じて形成する利用サービス指定操作手段と、前記メッセージ入
力手段から入力されたメッセージおよび前記配信先指定操作手段への操作に応じて形成さ
れた配信先指定情報ならびに前記利用サービス指定操作手段への操作に応じて形成された
利用サービス指定情報を自装置に対応する通信メッセージ蓄積配信装置に送信する信号送
信手段と、前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積され
た配信先指定情報に基づいて該当する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知す
る通知手段からの通知を受信する受信手段と、前記受信手段で受信した通知に応じて前記
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通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積された当該メッセー
ジを取得するとともに、前記通知を待たずに前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメ
ッセージを取得する要求を前記通信メッセージ蓄積配信装置に送信して前記メッセージ情
報蓄積手段に蓄積された前記メッセージを取得する蓄積メッセージ取得手段と、を備えて
おり、前記通信メッセージ蓄積配信装置は、前記メッセージおよび前記配信先指定情報な
らびに前記利用サービス指定情報を異なるタイミングで受信可能に構成されていることを
特徴とする。
【００２２】
　このような構成の移動通信端末装置は、メッセージ入力手段から音声によるメッセージ
を含む発信対象のメッセージが入力され、配信先指定操作手段に対する外部操作に応じて
前記メッセージ入力手段から入力したメッセージの配信先を指定する配信先指定情報を形
成し、利用サービス指定操作手段に対する外部操作に応じて前記メッセージ入力手段から
入力したメッセージの取り扱い方を指定する利用サービス指定情報を形成する。
【００２３】
　上述のようにメッセージ入力手段から入力されたメッセージおよび前記配信先指定操作
手段への操作に応じて形成された配信先指定情報ならびに前記利用サービス指定操作手段
への操作に応じて形成された利用サービス指定情報を、信号送信手段によって、自装置に
対応する前記通信メッセージ蓄積配信装置に送信する。
　更に、前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積された
配信先指定情報に基づいて該当する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する
通知手段からの通知を受信手段で受信する。
【００２４】
　上述のように受信手段で受信した通知に応じて前記通信メッセージ蓄積配信装置におけ
るメッセージ情報蓄積手段に蓄積された当該メッセージを蓄積メッセージ取得手段によっ
て取得する。
　従って、この移動通信端末装置では、メッセージの着信先（着信を意図した着信者側の
移動通信端末装置）の状態の如何に依らずに、前記利用サービス指定操作手段に対する操
作によって形成された利用サービス指定情報を前記信号送信手段から前記通信メッセージ
蓄積配信装置に送信することによって、当該メッセージを前記通信メッセージ蓄積配信装
置におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積させることができる。
【００２５】
　更にまた、相手方の移動通信端末装置から発信されて前記通信メッセージ蓄積配信装置
におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを蓄積メッセージ取得手段によ
って取得することができる。
　また、上記移動通信端末装置において特に、前記利用サービス指定操作手段は、前記通
信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ情報蓄積手段の蓄積メッセージに対する編
集処理を行なう権限の形態に対応して規定されたグループの何れに自装置が属するかを表
すグループ識別情報を形成するための操作部を含むように構成することができる。
【００２６】
　このような移動通信端末装置によれば、前記操作部から設定した自装置が属するグルー
プの等級に応じて前記通信メッセージ蓄積配信装置におけるメッセージ蓄積手段の蓄積メ
ッセージに対する編集処理を行なう権限が確保され、多くの加入者を複数の等級に区分し
た形で統制のとれた運用を図ることが可能である。
　更にまた、上記移動通信端末装置において特に、前記利用サービス指定操作手段は、前
記通信メッセージ蓄積配信装置における通知手段が前記配信先指定情報によって指定され
た配信先へ当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイミングを指定する通知タ
イミング情報を形成するための操作部を含むように構成することができる。
　このような構成の移動通信端末装置によれば、例えば所定の祝辞その他適切なタイミン
グで着信者に伝達されることが望ましいメッセージをタイミングを計って伝達することが
可能になる。
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【００２７】
　他方、本発明の通信メッセージ蓄積配信方法は、移動通信端末装置から発信されるメッ
セージおよび該メッセージの配信先を指定する配信先指定情報ならびに該メッセージの取
り扱い方を発信元での外部操作に応じて指定する利用サービス指定情報を受信し、該受信
された前記利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定された配信先におけ
るメッセージの取得に先立って当該メッセージの蓄積を行なうメッセージ蓄積サービスの
履行を要求するメッセージ蓄積サービス要求情報を含むか否かおよび該メッセージ蓄積サ
ービス要求情報が前記メッセージの発信に係る移動通信端末装置の加入者における正規の
利用サービスに該当するか否かをそれぞれ識別し、該識別の結果が何れも肯定的であった
ときには前記メッセージおよび配信先指定情報ならびに利用サービス指定情報を蓄積し、
該蓄積された前記配信先指定情報に基づいて該当する配信先に当該メッセージが蓄積され
たことを通知し、当該通知を行なった配信先が前記蓄積されたメッセージを取得すること
を可能にし、前記識別を、前記利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定
された配信先に当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイミングを表す通知タ
イミング情報を含むものであるときには該通知タイミング情報を判読するように行い、前
記通知を、該判読した通知タイミング情報の判読結果に対応するタイミングで当該メッセ
ージが蓄積されていることを通知するように行い、前記メッセージの取得を、前記配信先
指定情報によって指定された配信先から当該メッセージが蓄積された旨の通知を待たずに
前記蓄積されたメッセージを取得する要求を受信したときには、該要求に係る配信先に当
該メッセージを供給するように行い、前記受信を、前記メッセージおよび前記配信先指定
情報ならびに前記利用サービス指定情報で異なるタイミングに行うことを可能にすること
を特徴とする。
　このような通信メッセージ蓄積配信方法によれば、着信者側の目下の状況に依らず、発
信者側の発意において、積極的にメッセージ蓄積サービスを利用することが可能になり、
着信者側において遅滞無く自己に宛てたメッセージが蓄積されていることを知ることがで
きる。
　また、通知タイミング情報の判読結果に対応するタイミングで当該メッセージが蓄積さ
れていることを通知するように構成され得るため、例えば所定の祝辞その他適切なタイミ
ングで着信者に伝達されることが望ましいメッセージを、タイミングを計って伝達するこ
とが可能になる。
　さらに、配信先指定情報によって指定された配信先から当該メッセージが蓄積された旨
の通知を待たずに、蓄積されたメッセージを取得する要求を受信したときには、該要求に
係る配信先に当該メッセージを供給するように構成され得るため、当該メッセージが蓄積
された旨の通知を待たずに配信先から能動的にメッセージを取得する要求が発せられ該要
求を受信したときには、当該配信先が配信先指定情報によって指定されたものである限り
、該要求に係る配信先に当該メッセージを供給する。
　また、この構成による通信メッセージ蓄積配信方法によれば、例えば、前記メッセージ
を受信し蓄積する時点を基準にすれば、この基準時点より前の時点、同期した時点、およ
び、後の時点の何れにおいても、配信先指定情報を発信者の移動通信端末装置から供給可
能である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、着信者側の目下の状況に依らず、発信者側の発意において、積極的に
メッセージ蓄積サービスを利用可能にし、着信者側において遅滞無く自己に宛てたメッセ
ージが蓄積されていることを知ることができる通信メッセージ蓄積配信装置、移動通信端
末装置、および、通信メッセージ蓄積配信方法が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳述することにより本発明を明らか
にする。
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（本発明の装置を含む移動通信システムの概要）
　図１は、本発明の一つの実施の形態としての通信メッセージ蓄積配信装置および移動通
信端末装置を含む移動通信システムの構成を表す概念図である。図１において、本発明の
一つの実施の形態としての移動通信端末装置１１０（図示の場合は発信者側）から発せら
れたメッセージは、この種の公知のシステムにおけるように基地局１１２および基地局制
御装置１１３を経て交換機１１４に達する。
【００３０】
　着信者側における移動通信端末装置１２０についても上述と同様に、基地局１２２およ
び基地局制御装置１２３を経て交換機１２４と結ばれる。
　尚、図示の場合、移動通信端末装置１１０は基地局１１２のセル１１１に在圏し、移動
通信端末装置１２０は基地局１２２のセル１２１に在圏している。
　留守番電話サービスが利用されない通常の音声通話においては、交換機１１４および交
換機１２４が図示しない関門交換機等の上位システムを経て、或いは、これらを経ずして
繋がれ、移動通信端末装置１１０から発信されたメッセージが移動通信端末装置１２０に
達する。
【００３１】
　移動通信端末装置１１０に係るメッセージ蓄積配信サービスを実現するために、図示の
ように本発明の一つの実施の形態としての通信メッセージ蓄積配信装置２００が設けられ
ている。
　通信メッセージ蓄積配信装置２００には移動通信端末装置１１０の加入者Ａにおける留
守番電話サービスの対象となるメッセージを蓄積するために適用する記憶機能部としての
メッセージ格納ボックス２１０が繋がれ、ないし、設定されている。
【００３２】
　移動通信端末装置１１０が着信者側として留守番電話サービスが機能する場合には、移
動通信端末装置１１０を着信者側装置として送られてくるメッセージがこのメッセージ格
納ボックス２１０に格納され、後の時点で移動通信端末装置１１０が通信可能な状態に復
帰したときの着信に供される。
　従来のこの種の留守番電話サービスのシステムでは、移動通信端末装置１２０の加入者
Ｂにおける留守番電話サービスの対象となるメッセージを蓄積するために、上述同様に、
通信メッセージ蓄積配信装置２００には破線図示のようにメッセージ格納ボックス２２０
が繋がれ、ないし、設定される。
　従来の留守番電話サービスでは、移動通信端末装置１２０の加入者Ｂにおける留守番電
話サービスの対象となるメッセージは、このメッセージ格納ボックス２２０に格納され、
後の時点で移動通信端末装置１２０が通信可能な状態に復帰したときの着信に供される
（破線の矢線にて模式的に図示）。
【００３３】
　即ち、従来のシステムでは、加入者Ｂの移動通信端末装置１２０へのメッセージを留守
番電話サービスの機能により一時的に格納する場合、メッセージ格納ボックス２２０が用
意されていることを必須としていた。
　これに対し、本発明では、メッセージ蓄積配信装置２００の制御下で加入者Ｂの移動通
信端末装置１２０へのメッセージをも留守番電話サービスに加入している加入者Ａのメッ
セージ格納ボックス２１０に蓄積するようにしている。
【００３４】
　上述のように加入者Ａのメッセージ格納ボックス２１０に加入者Ｂの移動通信端末装置
１２０へのメッセージが蓄積されたときには、メッセージ蓄積配信装置２００から移動通
信端末装置１２０にＳＭＳ（short message service）装置２３０によるショートメッセ
ージサービスを利用して該当するメッセージが蓄積されたことが通知される。
　この通知を受けた移動通信端末装置１２０が加入者Ａのメッセージ格納ボックス２１０
にアクセスするなどしてそこに蓄積されたメッセージを取得する（実線の矢線にて模式的
に図示）。
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【００３５】
　一方、公知のこの種の移動通信システムにおけるように加入者情報管理装置としてのＨ
ＬＲ（Home Location Register）２４０が設けられている。
　通信メッセージ蓄積配信装置２００はＨＬＲ２４０に蓄積されている加入者情報を参照
して着信者側の移動通信端末装置（１２０）の現在時点での状態を認識し、着信者側の移
動通信端末装置（１２０）が通信可能な状態であるときに、該当するメッセージが蓄積さ
れたことを通知する。
　また、この実施の形態では、特定のメッセージ配信先に限定されずにより広い範囲の移
動通信端末装置からアクセス可能な公開メッセージ蓄積領域としての公開メッセージ格納
ボックス２５０が設けられている。
【００３６】
　尚、図１では、上述した加入者Ａのメッセージ格納ボックス２１０、および、（本発明
では必須とされない）加入者Ｂのメッセージ格納ボックス２２０、ならびに、公開メッセ
ージ格納ボックス２５０は通信メッセージ蓄積配信装置２００に接続される如くに表記し
たが、これらのボックスは、通信メッセージ蓄積配信装置２００内に用意される構成を採
り得る。
【００３７】
　図２は図１中の通信メッセージ蓄積配信装置２００の構成を表す機能ブロック図である
。
　この通信メッセージ蓄積配信装置２００は、本通信メッセージ蓄積配信装置２００を統
括的に管理するべく所謂システムコントローラのように機能するメッセージ蓄積配信制御
部２０１とバス２０２を通して次に述べる各機能部とが結ばれて、メッセージの蓄積およ
び配信その他の機能を営むように構成されている。
　即ち、メッセージ蓄積配信制御部２０１には、バス２０２を通して、信号送受信部２０
３、サービスプロファイル管理部２０４、発信者メッセージ蓄積部２０５、アクセス制御
部２０６、メッセージ配信通知部２０７、および、メッセージ配信部２０８等と結ばれて
いる。
【００３８】
　信号送受信部２０３は、移動通信端末装置１００（図１）から発信されるメッセージお
よび該メッセージの配信先を指定する配信先指定情報ならびに該メッセージの取り扱い方
を指定する利用サービス指定情報を受信する。
　サービスプロファイル管理部２０４は、図４を参照して後述するような、発信者のサー
ビス契約状況およびサービス利用状況を表す情報を保持し、該保持した情報を所要に応じ
て供給する。
　発信者メッセージ蓄積部２０５は、自らの内部に設けられ、或いは、利用可能に結ばれ
た外部の記憶機能部（図１のメッセージ格納ボックス２１０等はその一例）に、発信者（
図１のＡ）が移動通信端末装置１１０から発した音声・映像メッセージやメディアデータ
その他の配信対象データを蓄積する。
【００３９】
　アクセス制御部２０６は、発信者メッセージ蓄積部２０５における蓄積されたメッセー
ジ（配信対象データ）を特定の移動通信端末装置からのみアクセスすることを許容する。
　メッセージ配信通知部２０７は、発信者メッセージ蓄積部２０５においてメッセージの
蓄積があるときに、該当する配信先（着信先の移動通信端末装置１２０）に該蓄積がある
ことを通知する。
【００４０】
　本実施の形態では、この通知の発信は、上述の信号送受信部２０３を通して、図１を参
照して説明したようにＳＭＳ装置２３０を利用したＳＭＳによって行なわれる。
　メッセージ配信部２０８は、該当する配信先（着信先）からの要求に応じて、或いは、
メッセージ蓄積配信制御部２０１およびアクセス制御部２０６の制御下で、所定のタイミ
ングで、発信者メッセージ蓄積部２０５における蓄積メッセージを該当する配信先（着信
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先の移動通信端末装置１２０）に配信する。
【００４１】
　本実施の形態では、この配信は、上述の信号送受信部２０３を通して行なわれる。
　以上において、本実施の形態の通信メッセージ蓄積配信装置２００は、移動通信端末装
置１１０から発信されるメッセージ（例えばメディアメッセージ）および該メッセージの
配信先を指定する配信先指定情報ならびに該メッセージの取り扱い方を指定する利用サー
ビス指定情報を受信する情報受信手段が、上掲のメッセージ蓄積配信制御部２０１の制御
下で作動する信号送受信部２０３等によって実現されている。
【００４２】
　また、情報受信手段（２０３，２０１）により受信された前記利用サービス指定情報が
前記配信先指定情報によって指定された配信先（例えば、移動通信端末装置１２０）にお
けるメッセージの取得に先立って当該メッセージの蓄積を行なうメッセージ蓄積サービス
の履行を要求するメッセージ蓄積サービス要求を含むか否かおよび該メッセージ蓄積サー
ビス要求情報が前記メッセージの発信に係る移動通信端末装置の加入者における正規の利
用サービスに該当するか否かをそれぞれ識別する利用サービス識別手段が、上掲のサービ
スプロファイル管理部２０４に保持された情報を所要に応じて参照するメッセージ蓄積配
信制御部２０１等によって実現されている。
【００４３】
　更に、利用サービス識別手段（２０１，２０４）が当該受信した利用サービス指定情報
にメッセージ蓄積サービス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービス要求情報が正
規の利用サービスに該当するものであることを識別したときには前記メッセージおよび配
信先指定情報ならびに利用サービス指定情報を蓄積するメッセージ情報蓄積手段が、上掲
のメッセージ蓄積配信制御部２０１の制御下で作動する発信者メッセージ蓄積部２０５等
によって実現されている。
【００４４】
　更にまた、メッセージ情報蓄積手段（２０５，２０１）に蓄積された前記配信先指定情
報に基づいて該当する配信先に当該メッセージが蓄積されたことを通知する通知手段が、
上掲のメッセージ蓄積配信制御部２０１の制御下で作動するメッセージ配信通知部２０７
、信号送受信部２０３等によって実現されている。
　また、通知手段（２０７，２０３，２０１）により当該通知を行なった配信先（１２０
）が前記メッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを取得することを可能にする情
報供給手段が、上掲のメッセージ蓄積配信制御部２０１およびアクセス制御２０６の制御
下で作動するメッセージ配信部２０８等によって実現されている。
【００４５】
　尚、情報受信手段（２０３，２０１）は、前記メッセージおよび前記配信先指定情報な
らびに前記利用サービス指定情報を異なるタイミングで受信可能に構成され得る。
　このため、利用サービス識別手段（２０１，２０４）が当該受信した利用サービス指定
情報にメッセージ蓄積サービス要求情報が含まれ且つ該メッセージ蓄積サービス要求情報
が正規の利用サービスに該当することを識別すれば、発信者の移動通信端末装置（１１０
）から発信されるメッセージは、着信者（その移動通信端末装置１２０）の状態に関わら
ず、メッセージ情報蓄積手段（２０５，２０１）に蓄積され、該当する配信先（移動通信
端末装置１２０）における通信可能状態への復帰等その後の時点でのメッセージ取得に供
され得る。
【００４６】
　一方、情報供給手段の構成は種々の態様を採ることができる。例えば、前記配信先指定
情報によって指定された配信先（移動通信端末装置１２０）から通知手段（２０７，２０
３，２０１）による当該メッセージが蓄積された旨の通知を待たずにメッセージ情報蓄積
手段（２０５，２０１）に蓄積されたメッセージを取得する要求を受信したときには、該
要求に係る配信先（移動通信端末装置１２０）に当該メッセージを供給するように構成さ
れ得る。
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【００４７】
　このような構成による通信メッセージ蓄積配信装置２００では、必ずしも通知手段（２
０７，２０３，２０１）による当該メッセージが蓄積された旨の通知を受けずとも、配信
先（移動通信端末装置１２０）から能動的にメッセージを取得する要求が発せられること
がある。
　この要求を情報受信手段（２０３，２０１）により受信したときには、当該配信先（移
動通信端末装置１２０）が前記配信先指定情報によって指定されたものと一致している限
り、情報供給手段（２０８，２０６，２０１）は、該要求に係る配信先に当該メッセージ
を供給する。
【００４８】
　更にまた、本例の通信メッセージ蓄積配信装置２００において特に、情報供給手段（２
０８，２０６，２０１）は、該当する配信先（移動通信端末装置１２０）にメッセージ情
報蓄積手段（２０５，２０１）に蓄積されたメッセージをストリーミング配信するように
構成され得る。　
　このような構成による通信メッセージ蓄積配信装置では、例えばメッセージに該当する
音楽や映像等をストリーミング配信することが可能であり、内部の記憶装置の容量が比較
的小規模な移動通信端末装置でも、長時間の音楽や動画などの再生が可能になる。
【００４９】
　また、図１を参照して既述のように、通信メッセージ蓄積配信装置２００におけるメッ
セージ情報蓄積手段（２０５，２０１）は、前記配信先指定情報によって限定される配信
先以外の装置からアクセス可能な公開メッセージ蓄積領域（公開メッセージ格納ボックス
２５０）と結ばれ、情報供給手段（２０８，２０６，２０１）は、このような公開メッセ
ージ蓄積領域２５０から該当する装置に当該メッセージを供給し得るように構成され得る
。
【００５０】
　このような構成による通信メッセージ蓄積配信装置２００では、公開メッセージ蓄積領
域（公開メッセージ格納ボックス２５０）に蓄積したメッセージについては、特定の着信
者に限定せず広く多数の端末からのアクセスを許容して利用に供し得るようにすることが
できる。
　更にまた、通信メッセージ蓄積配信装置２００において特に、メッセージ情報蓄積手段
（２０５，２０１）に蓄積されたメッセージについて、配信先指定情報によって特定され
る配信先毎に規制された形態で当該蓄積されたメッセージの編集処理を許容するメッセー
ジ編集規制手段を更に備えている構成を採ることができる。
【００５１】
　ここにメッセージ編集規制手段は、図２の実施の形態において、メッセージ蓄積配信制
御部２０１の管理下でアクセス制御部２０６がメッセージの編集処理を許容する場合の形
態を規制する機能を営むように構成することによって実現される。編集処理の種別とその
規制については、図６を参照して後述する。
　このような構成を採る通信メッセージ蓄積配信装置２００では、配信先毎に（着信者毎
に）規制された権限をもって、蓄積されたメッセージに対して、例えば、削除や内容の改
訂等々の編集処理を許容するようにして、発信者から着信者に単に一定のメッセージを配
信するだけの機能を超えて、メッセージの授受に係る参加者によるメッセージの加工ない
し管理を可能にしたメッセージの配信網を構築することができる。
　また特に、前記メッセージ編集規制手段（２０６，２１０）は、配信先指定情報によっ
て特定される配信先の属するグループ毎に規制された形態で当該蓄積されたメッセージの
編集処理を許容するような構成を採ることができる。
【００５２】
　この場合の規制（許容）についても、具体的には図６を参照して後述する。
　このような構成を採る通信メッセージ蓄積配信装置２００では、蓄積されたメッセージ
に対して、上述のように各個の配信先毎に（着信者毎に）規制された権限をもってそれら
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各移動通信端末装置側から編集を加えることを許容するに替えて、前記配信先指定情報に
よって特定される配信先（移動通信端末装置）の属するグループ毎に規制された形態での
権限をもって編集を加えることを許容する。　
　このため、多くの加入者を複数の等級に区分した形で統制のとれた運用を図ることが可
能である。
【００５３】
　一方、通信メッセージ蓄積配信装置２００において特に、前記利用サービス識別手段（
２０１，２０４）は、当該利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定され
た配信先に当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイミングを表す通知タイミ
ング情報を含むものであるときには該通知タイミング情報を判読するように構成し得る。
　この場合、通信メッセージ蓄積配信装置２００における通知手段（２０７，２０３，２
０１）は、利用サービス識別手段（２０１，２０４）による該通知タイミング情報の判読
結果に対応するタイミングで当該メッセージが蓄積されていることを通知するように構成
される。
【００５４】
　このような構成の通信メッセージ蓄積配信装置２００では、例えば所定の祝辞その他適
切なタイミングで着信者に伝達されることが望ましいメッセージをタイミングを計って伝
達することが可能になる。
　また、通信メッセージ蓄積配信装置２００において特に、情報受信手段（２０３，２０
１）は、移動通信網内の加入者情報管理装置（図１ではＨＬＲ２４０）から加入者情報を
取得可能に構成され、通知手段（２０７，２０３，２０１）は、記情報受信手段（２０３
，２０１）が取得した当該配信先に係る加入者情報によってこの配信先が通信可能な状態
にあることが認識されるときに当該メッセージが蓄積されていることを当該配信先に通知
するように構成することができる。
【００５５】
　このような構成の通信メッセージ蓄積配信装置では、例えばＨＬＲ２４０等の加入者情
報管理装置から取得される現在時点での加入者情報から当該配信先が通信可能な状態にあ
ることが認識されるときにメッセージが蓄積されていることを配信先に確実に通知するこ
とができる。
　更にまた、通信メッセージ蓄積配信装置２００において特に、通知手段（２０７，２０
３，２０１）は、前記配信先指定情報によって指定された当該メッセージの配信先にＳＭ
Ｓ（ショートメッセージサービス）を利用して当該通知を行なうように構成することがで
きる。簡便な通信手段としてのＳＭＳの特質を活かして、全体として効率の良い通信を行
なうことができる。
【００５６】
　更にまた、通信メッセージ蓄積配信装置において特に、前記利用サービス識別手段（２
０１，２０４）は、当該利用サービス指定情報が前記配信先指定情報によって指定された
配信先の通信能力に関する仕様を表す仕様情報を含むものであるときには該仕様情報を判
読するように構成され、情報供給手段（２０３，２０１）は、該判読された仕様情報に応
じた態様で当該配信先にメッセージを供給するように構成することができる。
　この態様を採る場合は、移動通信端末装置の能力に見合ったメッセージの供給を行うこ
とができ、全体として効率の良い通信を行なうことができる。
【００５７】
　（移動通信端末装置の構成）
　図３は、本発明の実施の形態としての移動通信端末装置の構成を表す機能ブロック図で
ある。
　この移動通信端末装置は、図１における移動通信端末装置１１０（１２０）に相応する
ものであるが、図３では、改めて参照符号３００を割り当て、各部について３００番台の
符号を適用している。
　本実施の形態の移動通信端末装置３００は、装置各部を統括的に管理し所謂システムコ
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ントローラのように機能するメッセージ送受信制御部３０１がバス３０２を通して次に述
べる各機能部と結ばれて、メッセージの送受信その他の機能を営むように構成されている
。
【００５８】
　即ち、メッセージ送受信制御部３０１には、バス３０２を通して、端末操作入力部３０
３、音声入出力・映像入力部３０４、信号送受信部３０５、および、表示部３０６と結ば
れている。
　端末操作入力部３０３は本移動通信端末装置３００のユーザによるメッセージの発信、
適用を意図するサービスの種別の特定、および、メッセージの送信先（着信先）の特定の
ための操作を受付けるようになされ、例えば、各種の操作子が配列されて構成される。
　音声入出力・映像入力部３０４は、マイクロフォンおよびカメラを含んで構成される音
声情報および画像情報の取得のためのセンサである。
　信号送受信部３０５は、メッセージ、このメッセージの配信に適用を意図するサービス
の種別を特定する情報、および、メッセージの送信先（着信先）を特定する情報の送信、
および、他の移動通信端末装置からの情報を受信するための所謂ＲＦ部を主体に構成され
る要素である。
【００５９】
　表示部３０６は、液晶その他の表示素子によって構成され、送受信に係る文字情報、映
像（画像）情報、および、操作や動作に係る種々の表示を行なう。
　以上において、本実施の形態の移動通信端末装置３００は、音声によるメッセージを含
む発信対象のメッセージを入力するためのメッセージ入力手段が、上掲のメッセージ送受
信制御部３０１の制御下で作動する音声入出力・映像入力部３０４等によって実現されて
いる。
【００６０】
　また、メッセージ入力手段（３０１，３０４）から入力したメッセージの配信先を指定
する配信先指定情報を外部操作に応じて形成する配信先指定操作手段が、上掲のメッセー
ジ送受信制御部３０１の制御下で作動する端末操作入力部３０３等によって実現されてい
る。
　更に、メッセージ入力手段（３０１，３０４）から入力したメッセージの取り扱い方を
指定する利用サービス指定情報を外部操作に応じて形成する利用サービス指定操作手段が
、上掲のメッセージ送受信制御部３０１の制御下で作動する端末操作入力部３０３等によ
って実現されている。
【００６１】
　また、メッセージ入力手段（３０１，３０４）から入力されたメッセージおよび配信先
指定操作手段（３０１，３０３）への操作に応じて形成された配信先指定情報ならびに利
用サービス指定操作手段（３０１，３０３）への操作に応じて形成された利用サービス指
定情報を自装置に対応する通信メッセージ蓄積配信装置（２００）に送信する信号送信手
段が、上掲のメッセージ送受信制御部３０１の制御下で作動する信号送受信部３０５等に
よって実現されている。
【００６２】
　更にまた、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）におけるメッセージ情報蓄積手段に
蓄積された配信先指定情報に基づいて該当する配信先（移動通信端末装置１２０）に当該
メッセージが蓄積されたことを通知する通知手段からの通知を受信する受信手段が、上掲
のメッセージ送受信制御部３０１の制御下で作動する信号送受信部３０５等によって実現
されている。
　また、受信手段（３０５，３０１）で受信した通知に応じて通信メッセージ蓄積配信装
置（２００）におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積された当該メッセージを取得するた
めの蓄積メッセージ取得手段が、上掲のメッセージ送受信制御部３０１の制御下で作動す
る信号送受信部３０５および端末操作入力部３０３等によって実現されている。
【００６３】
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　以上の構成を有する本実施の形態の移動通信端末装置３００では、メッセージの着信先
（着信を意図した着信者側の移動通信端末装置。図１では移動通信端末装置１２０）が直
ちに通信を行なうことができる状態にあるか、或いは、圏外や電源オフの状態等々直ちに
は通信を行なうことができない等の何れの状態にあるかに依らずに、利用サービス指定操
作手段（３０１，３０３）に対する操作によって形成された利用サービス指定情報を信号
送信手段（３０１，３０５）から通信メッセージ蓄積配信装置（２００）に送信すること
によって、当該メッセージを通信メッセージ蓄積配信装置（２００）におけるメッセージ
情報蓄積手段に蓄積させることができる。
【００６４】
　更にまた、相手方の移動通信端末装置（１２０）から発信されて通信メッセージ蓄積配
信装置（２００）におけるメッセージ情報蓄積手段に蓄積されたメッセージを蓄積メッセ
ージ取得手段（３０１，３０５）によって取得することができる。
　また、移動通信端末装置３００において特に、利用サービス指定操作手段（３０１，３
０５）は、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）におけるメッセージ蓄積手段の蓄積メ
ッセージに対する編集処理を行なう権限の形態に対応して規定されたグループの何れに自
装置が属するかを表すグループ識別情報を形成するための操作部を含むように構成するこ
とができる。
【００６５】
　これは、端末操作入力部３０３における特定の操作子を上述のような操作に適合するも
のとして配し、或いはまた、他の機能を兼ねる操作子を上述のような操作に適合するよう
な操作方法によって操作可能に割り当てる等して実現することができる。
　このような移動通信端末装置３００によれば、該当する操作部によって設定した自装置
が属するグループの等級に応じて通信メッセージ蓄積配信装置（２００）におけるメッセ
ージ蓄積手段の蓄積メッセージに対する編集処理を行なう権限が確保され、多くの加入者
を複数の等級に区分した形で統制のとれた運用を図ることが可能である。
【００６６】
　更にまた、移動通信端末装置３００において特に、利用サービス指定操作手段（３０１
，３０５）は、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）における通知手段が前記配信先指
定情報によって指定された配信先へ当該メッセージが蓄積されていることを通知するタイ
ミングを指定する通知タイミング情報を形成するための操作部を含むように構成すること
ができる。
　この操作部は、端末操作入力部３０３における特定の操作子を上述のような操作に適合
するものとして配し、或いはまた、他の機能を兼ねる操作子を上述のような操作に適合す
るような操作方法によって操作可能に割り当てる等して実現することができる。
　このような構成の移動通信端末装置３００によれば、例えば所定の祝辞その他適切なタ
イミングで着信者に伝達されることが望ましいメッセージをタイミングを計って伝達する
ことが可能になる。
【００６７】
（通信メッセージ蓄積配信装置の細部）
　以下、図４ないし図６を参照して、上掲の通信メッセージ蓄積配信装置２００実施の形
態の細部について更に説明を加える。
　図４は、図２の通信メッセージ蓄積配信装置２００におけるサービスプロファイル管理
部２０４に準備される発信者蓄積配信サービスプロファイルのデータ構造を表す図である
。
　サービスプロファイル管理部２０４は、既述のように、発信者のサービス契約状況およ
びサービス利用状況を表す情報を保持し、該保持した情報を所要に応じて供給するもので
あるが、該保持情報が、図４の発信者蓄積配信サービスプロファイルのデータである。
【００６８】
　図示のとおり、発信者を表す「ユーザＩＤ」、この発信者が属する既述のようなグルー
プを表す「グループＩＤ」、当該時点でメッセージの蓄積サービスを利用可能か否かを表
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す「サービス活性化状態」、現在蓄積されているメッセージを表す「現在の蓄積メッセー
ジ」、当該メッセージが蓄積された日時を表す「登録日時」、通信メッセージ蓄積配信装
置２００における発信者メッセージ蓄積部２０５に関して割り当てられた当該メッセージ
の蓄積領域を表す「メッセージ蓄積場所」、配信日時を指定してメッセージの配信を行な
う場合の「配信日時」、および、「配信対象者」の各データが、発信者蓄積配信サービス
プロファイルの内容である。
【００６９】
　グループの概念や配信日時の指定については既述のとおりである。即ち、上掲の発信者
蓄積配信サービスプロファイルの情報に依拠して、グループに応じて蓄積メッセージに関
する編集等の権限が規定され、また、指定された日時に、メッセージが蓄積されている旨
の通知が行なわれる。
　図５は、図２の通信メッセージ蓄積配信装置２００における発信者メッセージ蓄積部２
０５ないしその配下にある記憶装置当に蓄積されるメッセージのデータ構造を表す図であ
る。
【００７０】
　図示のように、一定のルートで階層構造でのデータの蓄積が行なわれる。また、このよ
うなデータは、必ずしも、特定の一の着信先からのアクセスを許容するだけでなく、場合
によっては、複数の配信対象者からのアクセスを許容するように取り扱われ得る。
　図６は、発信者毎に或いはグループ毎に付与された蓄積メッセージの編集権限を規定す
るアクセスリストを表す図である。このアクセスリストは、図２の通信メッセージ蓄積配
信装置２００におけるアクセス制御部２０６に用意される。
【００７１】
　既述のように、通信メッセージ蓄積配信装置２００では、メッセージ情報蓄積手段（２
０５，２０１）に蓄積されたメッセージについて、配信先指定情報によって特定される配
信先毎に規制された形態で当該蓄積されたメッセージの編集処理を許容するメッセージ編
集規制手段を更に備えている構成を採ることができる。
　このメッセージ編集規制手段は、メッセージ蓄積配信制御部２０１の管理下でアクセス
制御部２０６がメッセージの編集処理を許容する場合の形態を規制する機能を営むように
構成することによって実現される。この場合の編集処理の種別とその規制が図６のアクセ
スリストによって規定される。
　このような構成を採る通信メッセージ蓄積配信装置２００では、配信先毎に（着信者毎
に）規制された権限をもって、蓄積されたメッセージに対して、例えば、削除や内容の改
訂等々の編集処理を許容するように制御が行なわれる。尚、図示のとおり、編集に限らず
、アクセスの可否を表す情報もこのアクセスリストに含まれる。
【００７２】
（動作シーケンス）
　図７は、本発明の実施の形態としての移動通信端末装置および通信メッセージ蓄積配信
装置の動作を表すシーケンス図である。尚、このシーケンス図では、時系列での動作を平
易に説明するために、便宜上、装置自体の動作のみならず、システム運用者による操作に
ついても言及している。
　メッセージ蓄積配信装置（２００）に対してシステム管理者の操作によって図４を参照
して説明したような発信者蓄積配信サービスプロファイルのデータがサービスプロファイ
ル管理部２０４に用意される（ステップＳ７０１）。
　発信者側の移動通信端末装置（１１０＝３００）に対する操作がなされ、サービス利用
要求が入力される（ステップＳ７０２）。
【００７３】
　このステップＳ７０２で入力操作されたサービスの種別、配信先を特定するための相手
方のユーザID、および、日時等の配信タイミングを表すデータは、発信（配信）対象とな
るメッセージ自体に先行して、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）に送信される（ス
テップＳ７０３）。
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　通信メッセージ蓄積配信装置（２００）では、ステップＳ７０３で受けたデータに基づ
いて、配信先を特定するための相手方のユーザIDを抽出し（ステップＳ７０４）、指定さ
れたサービスの利用の可否をサービスプロファイル管理部２０４の発信者蓄積配信サービ
スプロファイルデータ（図４）を対照して判断する（ステップＳ７０５）。
【００７４】
　更に、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）では、ステップＳ７０３で移動通信端末
装置側から供給されたデータのうち、ユーザID、および、日時等の配信タイミングを表す
データをサービスプロファイル管理部２０４の発信者蓄積配信サービスプロファイルに反
映させる（ステップＳ７０６）。
　通信メッセージ蓄積配信装置（２００）では、サービスプロファイル管理部２０４での
ステップＳ７０６の処理に次いで、メッセージを蓄積するために、発信者メッセージ蓄積
部２０５にリソースの確保を要求するといったメッセージ蓄積の準備動作を実行する（ス
テップＳ７０７）。
【００７５】
　ステップＳ７０７の動作が完了すると、通信メッセージ蓄積配信装置（２００）から移
動通信端末装置（３００：その信号送受信部３０５）にサービス利用要求に対する応答が
返信される（ステップＳ７０８）。
　ステップＳ７０８での応答を受けた移動通信端末装置（３００）側では、表示部３０６
にその応答を受けた旨の表示を行ない、ユーザに、メッセージの発信を促す。この促しに
応じてユーザが端末操作入力部３０３、音声入出力・映像入力部３０４を通してメディア
信号であるメッセージを入力すると（ステップＳ７０９）、該入力されたメディア信号（
メッセージ）が通信メッセージ蓄積配信装置（２００：その信号送受信部２０３）に送出
される（ステップＳ７１０）。
【００７６】
　ステップＳ７１０で送出されたメッセージを受けた通信メッセージ蓄積配信装置（２０
０）側では、このメッセージを発信者メッセージ蓄積部２０５に蓄積する（ステップＳ７
１１）。
　通信メッセージ蓄積配信装置（２００）側では、ステップＳ７１１における蓄積の完了
がサービスプロファイル管理部２０４で認識されると、サービスプロファイル管理部２０
４では、該蓄積が認識されたメッセージの属性情報を抽出して、その属性情報を発信者蓄
積配信サービスプロファイルに反映させる（ステップＳ７１２）。
【００７７】
　ステップＳ７１２において反映される属性情報は、メッセージの蓄積終了時刻、メッセ
ージ長、正常・準正常等々である。
　通信メッセージ蓄積配信装置（２００）は、ステップＳ７１２における反映を終えた後
、蓄積したメッセージへのアクセスを許容する配信先のユーザを表すユーザＩＤを自装置
のアクセス制御部２０６に伝え、これを受けたアクセス制御部２０６は、このユーザＩＤ
をアクセスリストに反映させる（ステップＳ７１３）。
　ステップＳ７１３に次いで、通信メッセージ蓄積配信装置（２００：その信号送受信部
２０３）は、蓄積終了通知を移動通信端末装置３００に返す（ステップＳ７１４）。
　以上のステップＳ７１４をもって、移動通信端末装置３００側におけるメッセージ発信
者側における発信の動作は終了する。
【００７８】
　通信メッセージ蓄積配信装置（２００）のサービスプロファイル管理部２０４は、発信
者蓄積配信サービスプロファイルに記述された配信日時のデータに基づいて、自装置のメ
ッセージ蓄積配信制御部２０１に配信開始の要求を行うと共に、配信先のユーザを表すユ
ーザＩＤを供給する。
　これを受けたメッセージ蓄積配信制御部２０１は配信制御動作を起動する（ステップＳ
７１５）。
　このステップＳ７１５において、メッセージ蓄積配信制御部２０１は、サービスプロフ
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ァイル管理部２０４から受けた情報に基づいて配信先である移動通信端末装置（図１の例
では移動通信端末装置１２０）にメッセージが蓄積されていることを通知するための情報
をメッセージ配信通知部２０７に供給する。
【００７９】
　この供給を受けたメッセージ配信通知部２０７は移動通信網内のＳＭＳ装置２３０がＳ
ＭＳを該当する配信先の移動通信端末装置に配信するための情報を生成し、該生成した情
報をメッセージ蓄積配信制御部２０１に供給する。
　メッセージ蓄積配信制御部２０１は、該供給された情報をＳＭＳ装置２３０を利用した
ＳＭＳで配信先である移動通信端末装置に向けて送信する動作を起動する（ステップＳ７
１６）。
　ステップＳ７１６の動作によって、配信先である移動通信端末装置にメッセージが蓄積
されている旨の通知がなされる（ステップＳ７１７）。
　ステップＳ７１７の通知を受けた移動通信端末装置側では、メッセージが蓄積されてい
ることを表示部３０６に表示する。
【００８０】
　この表示を認識したユーザが、移動通信端末装置の端末操作入力部３０３に対して行う
操作に基づいて、通信メッセージ蓄積配信装置への接続動作（即ち、蓄積されたメッセー
ジの配信要求）が開始される（ステップＳ７１８）。
　移動通信端末装置は、蓄積されたメッセージの配信要求を通信メッセージ蓄積配信装置
（２００：その信号送受信部２０３）に送信する（ステップＳ７１９）。
　ステップＳ７１９におけるメッセージの配信要求は通信メッセージ蓄積配信装置（２０
０：その信号送受信部２０３）で受信され、この装置２００におけるメッセージ蓄積配信
制御部２０１で認識され、該認識されたメッセージの配信要求はアクセス制御部２０６に
送られる。
【００８１】
　アクセス制御部２０６は、当該移動通信端末装置が配信対象者として正規に管理されて
いるか否かを確認し、この確認が肯定的である場合に、アクセスを許容する情報をメッセ
ージ蓄積配信制御部２０１に返す。
　通信メッセージ蓄積配信装置のメッセージ蓄積配信制御部２０１は、アクセスを許容す
る情報を受けてアクセス権限を確認する（ステップＳ７２０）。
　次いで、メッセージ蓄積配信制御部２０１は、移動通信端末装置にステップＳ７１９で
の配信要求に対する応答を返す（ステップＳ７２１）。
【００８２】
　次いで、メッセージ蓄積配信制御部２０１は、メッセージ配信実行指示をメッセージ配
信部２０８に出し、これを受けたメッセージ配信部２０８によって蓄積されたメッセージ
の配信が実行される（ステップＳ７２２）。
　この配信は、メッセージ配信部２０８の制御下で信号送受信部２０３から移動通信端末
装置にデータを配信するようにして実行される（ステップＳ７２３）。
　予定した全てのメッセージデータの配信が完了すると、メッセージ蓄積配信装置側から
移動通信端末装置に配信完了の通知が送られる（ステップＳ７２３）。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、留守番電話サービスに加入していない着信者や、直ちに通信可能な状態にあ
る着信者（配信先）に対しても、発信者側の意思で、直接の通話によらす、一旦蓄積され
たメッセージを届けることが望ましい状況において、このような状況に見合ったメッセー
ジの配信を行なうために有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一つの実施の形態としての通信メッセージ蓄積配信装置および移動通信
端末装置を含む移動通信システムの構成を表す概念図である。
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【図２】図１中の通信メッセージ蓄積配信装置の構成を表す機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態としての移動通信端末装置の構成を表す機能ブロック図であ
る。
【図４】図２のサービスプロファイル管理部に準備される発信者蓄積配信サービスプロフ
ァイルのデータ構造を表す図である。
【図５】図２の通信メッセージ蓄積配信装置における発信者メッセージ蓄積部ないしその
配下にある記憶装置当に蓄積されるメッセージのデータ構造を表す図である。
【図６】発信者毎に或いはグループ毎に付与された蓄積メッセージの編集権限を規定する
アクセスリストを表す図である。
【図７】本発明の実施の形態としての移動通信端末装置および通信メッセージ蓄積配信装
置の動作を表すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００８５】
１１０，１２０…移動通信端末装置
１１１，１２１…セル
１１２，１２２…基地局
１１３，１２３…基地局制御装置
１１４，１２４…交換機
２００…通信メッセージ蓄積配信装置
２０１…メッセージ蓄積配信制御部
２０２…バス
２０３…信号送受信部
２０４…サービスプロファイル管理部
２０５…発信者メッセージ蓄積部
２０６…アクセス制御部
２０７…メッセージ配信通知部
２０８…メッセージ配信部
２１０…メッセージ格納ボックス
２２０…メッセージ格納ボックス
３００…移動通信端末装置
３０１…メッセージ送受信制御部
３０２…バス
３０３…端末操作入力部
３０４…音声入出力・映像入力部
３０５…信号送受信部
３０６…表示部
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